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はじめに 

 

平成 21 年 10 月の第 173 回国会における所信表明演説において、鳩山

前総理は「私が目指したいのは、人と人が支え合い、役に立ち合う「新

しい公共」の概念です。」と宣言した。これを踏まえ、平成 22 年度税制

改正大綱では、市民公益税制プロジェクト・チームを設置し、寄附税制

や公益活動を担う法人に係る税制等についてさらに検討し、４月末を目

途に成果を得ることとされた。 

 

これを受けて平成 22 年 1 月 28 日に設置された市民公益税制プロジェ

クト・チームは、「新しい公共」円卓会議とも連携しつつ、主として、寄

附優遇税制の拡充や認定特定非営利活動法人の認定基準の見直し等の

「新しい公共」に係る税制面の課題について計10回にわたり議論を行い、

中間報告書をとりまとめ、平成 22 年 4 月 8日の税制調査会において報告

した。 

 

その後、同プロジェクト・チームでは、中間報告書に示された改革の

方向性を踏まえ、平成 22 年 10 月 29 日から具体的な制度設計に関する議

論を再開した。具体的な制度設計の検討に当たっては、「新しい公共」推

進会議や民主党の「新しい公共」調査会からの提案・提言もできる限り

踏まえつつ、計４回の議論を行った。この報告は、本年１月以来の議論

の最終的な成果をとりまとめたものである。 

 

「新しい公共」が作り出す社会は「支え合いと活気がある社会」であ

る。特定非営利活動法人をはじめとする、市民が参画する様々な「新し

い公共」の担い手を支える環境を税制面から支援するこの報告書は、後

世から見て、“あの時”こそ、日本が「支え合いと活気がある社会」へと

変貌を遂げる転換点だったといわれうる内容を含むものである。 
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もとより税制は社会に変化をもたらす政策手段の一つに過ぎない。こ

の報告書を契機として、すべての人に居場所と出番があり、みなが人に

役に立つ歓びを大切にする、「新しい公共」によって支え合う社会の実現

に向けて、政府の努力はもとより、特定非営利活動法人自身も含め幅広

い関係者のなお一層の活躍を強く期待する。 

 

 

市民公益税制プロジェクト・チーム 
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１ 所得税の税額控除制度の導入 

（１）認定ＮＰＯ法人への寄附に係る税額控除の導入 

○ 認定ＮＰＯ法人（認定特定非営利活動法人。以下同じ。）への寄附

について、草の根の寄附を促進するため、所得税において新たに税額

控除（所得控除との選択制）を導入し、平成 23 年分から適用する。 

○ その際、寄附がチャリティの精神に基づくものであるという点にも

留意しつつ、寄附に対して政府もマッチングをするとの考えの下、所

得税と個人住民税で併せて 50％までの税額控除を可能とするため所

得税において寄附金額の 40％を控除（所得税額の 25％を限度）でき

ることとする。 

（注１）所得税の控除の対象となる寄附金額は、現行と同様、他の寄附

と合わせ、総所得金額の 40％を限度とする。 

（注２）控除限度額（所得税額の 25％）については、現行の政党等への

寄附に係る所得税の税額控除とは別枠とする。 

（注３）地方税は現行どおりの税額控除（個人住民税の控除の対象とな

る寄附金額：他の寄附と合わせ、総所得金額の 30％を限度。控除

率：都道府県（４％）と市区町村（６％）がともに条例で認定Ｎ

ＰＯ法人に対する寄附金を指定した場合に寄附金額の 10％。）。 

（２）認定ＮＰＯ法人以外の法人への寄附に係る税額控除の導入 

○ 認定ＮＰＯ法人以外の法人で税額控除の対象となる法人について

は、「新しい公共」を推進する観点から、草の根の寄附を必要とする

「新しい公共」の担い手であって、市民との関わり合いが強く、か

つ、運営の透明性が確保されている法人とする。 
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○ 具体的には、公益社団法人又は公益財団法人、学校法人、社会福

祉法人及び更生保護法人のうち、認定ＮＰＯ法人の認定要件である

パブリック・サポート・テスト（新たに導入される絶対値基準も含

む。）と同様の要件と情報公開の要件を満たすものに対する寄附金に

ついて、上記（１）と同様の税額控除を導入し、平成 23 年分から適

用する。 

○ なお、認定ＮＰＯ法人以外の法人への寄附に係る税額控除につい

ては、制度導入後、どの程度の数の法人が税額控除の対象となって

いるかの実績を検証し、必要に応じて、各法人の特性を踏まえた要

件等の見直しを検討することとする。 

 

２ 認定ＮＰＯ法人制度の見直し 

 ＮＰＯ法人に係る認定制度については、内閣府において、「新しい公

共」の枢要な担い手となるＮＰＯ法人の健全な発展のための必要な環境

整備を行うことを目的とした新たな法律（又はＮＰＯ法の改正）（以下

「新認定法」という。）により、新たな認定制度として整備されること

を目指す。 

ただし、「新しい公共」推進会議や「新しい公共」調査会の提言等を

踏まえ、新たな認定制度が施行されるまでの間の対応として、現行の認

定ＮＰＯ法人制度の認定基準の見直し等の一部について平成 23 年度か

ら税制上の措置を講ずることとする。 
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（１）平成 23 年度より税制上対応する措置 

  ① 認定要件の見直し 

  イ ＰＳＴ要件における絶対値基準の導入 

○ 現在のパブリック・サポート・テスト（以下「ＰＳＴ」とい

う。）の要件については、事業収入の多いＮＰＯ法人にはクリア

しにくいとの指摘がある。こうした指摘を踏まえ、事業収入の

多いＮＰＯ法人でも、幅広く市民の支持を得ているのであれば

認定を受けられるよう、ＰＳＴ要件に一定金額以上の寄附者の

絶対数で判定する方式を導入し、現行の判定方式との選択制と

する。 

○ 絶対数の具体的水準については、内閣府のアンケート調査等

を踏まえ、既存の認定ＮＰＯ法人の標準的な寄附者数の実態と

概ね遜色ない水準に設定するとの基本的考え方の下、「寄附金額

が年 3,000 円以上の寄附者の数が年平均 100 人以上」とする。  

（注）寄附者数の水増しを防止するため、寄附者本人と生計を一にする者

も含めて一人として数えることとする。また、そのＮＰＯ法人の役員

又は社員である寄附者は、寄附者数から除くこととする。 

  ロ 地方団体が条例指定した法人に対するＰＳＴ要件等の免除 

○  身近な課題に取り組むＮＰＯ法人を支援するため、ＮＰＯ法

人と身近に接している地方団体が、その域内に事務所を有する

ＮＰＯ法人のうち、条例において個人住民税の寄附金税額控除

の対象として個別に指定したものは、ＰＳＴ要件を満たすもの

とする（その他の要件については、充足を求める。）。 
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○  この場合には、「実績判定期間における共益的活動割合が

50％未満であること」の要件について、その対象となる共益的

活動から「便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居住する者等で

ある活動」を除いて判定することとする。 

  ハ その他 

○ 上記の見直しは、平成 23 年４月１日以後の認定の申請から適

用する。また、次の措置を講ずる。 

・ＰＳＴ要件の基準を５分の１以上（原則：３分の１以上）とす

る特例を恒久化する。 

・ＰＳＴ要件に係る小規模法人の特例（簡易な計算式で判定を行

うことができる措置）を存置する。 

・初回の認定申請におけるＰＳＴ等の実績判定期間を２年（原

則：５年）とする扱いを存置する。 

  ② 認定取消しがあった場合の取戻し課税 

○ 適切な税制上の事後的是正を確保する観点から、認定ＮＰＯ法

人のみなし寄附金について、認定取消しがあった場合には、取消

しの原因となった事実のあった日の事業年度まで遡った取戻し課

税を行うこととする。 

（注）平成23年４月１日以後に開始する事業年度から適用する。 
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（２）新たな認定制度の創設と税制上の対応 

 新認定法に基づく新たな認定制度においては、「認定の間口は広く、

事後チェックをしっかりやる」との考え方の下、国税庁に代わる新た

な認定機関による認定に移行するとともに、いわゆる「仮認定」制度

の導入などの施策と合わせて、必要な調査や認定の取消しに至る前の

段階的な是正措置等を行う監督制度を、次のとおり一体的に整備すべ

きである。この整備がなされた場合には、所要の税制措置を行う。 

なお、内閣府は、関係省庁の協力を得て、新たな認定機関のあり方

等、下記の内容について、地方団体と協議を行い、その協議を整えた

上で、平成 24 年４月から新たな認定制度が開始されるよう、次期通

常国会において所要の法整備が行われることを目指す。 

① 新たな認定機関等 

○ 地域のことは地域に住む住民が自ら決めるとの理念の下、認定

事務を国税庁からＮＰＯ法人を認証した地方団体に移管するこ

ととする。これと併せ、２以上の都道府県に事務所を設置する法

人の認証事務を内閣府から主たる事務所の所在する都道府県に

移管する。 

○ 内閣府は、新たな認定に係る事務を円滑に実施するため、都

道府県に対し情報の提供その他必要な支援を行うこととする。 

○ 新たな認定制度における認定要件については、現行の認定Ｎ

ＰＯ法人制度における認定要件を基本とする。 
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② いわゆる「仮認定」制度の導入等の支援 

○ 「新しい公共」の枢要な担い手となるＮＰＯ法人の設立初期

の活動を支援するため、次のような「仮認定」の制度を導入す

る。 

イ 設立初期の活動支援として、設立後５年以内のＮＰＯ法人は、

１回に限り、ＰＳＴ要件以外の認定要件を満たす場合に「仮認

定」を受けることができることとする。 

ロ 現行の本認定の有効期間が５年であることを踏まえ、本認

定への移行を促す観点から、「仮認定」の有効期間は３年とす

る。 

ハ 制度の濫用防止の観点から、認定（「仮認定」を含む。）の取

消しを受けたＮＰＯ法人の役員・社員であった者が関与してい

る別のＮＰＯ法人については、その取消しのあった日から５年

間は、「仮認定」を認めないこととする。 

（注）本認定においても、同様に認定要件における役員等の欠格事由とす

る。 

ニ なお、所要の経過措置について検討する。また、その施策の

効果や措置の適正性を検証し、施行から３年後までに必要な見

直しを行うこととする。 

○「新しい公共」を担う認定ＮＰＯ法人を育成する観点から、新

たな認定制度において本認定を受けた法人（以下「新認定法人」

という。）について、名称の独占その他必要な支援措置を整備す

る。 
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③ 監督規定の整備等 

○ 新認定法人（「仮認定」を受けた法人を含む。）の適正な運営

を確保する観点から、次の措置を講ずる。 

イ 適正を欠く運営が認められた場合に、現行のように直ちに認

定取消しをするのでなく、事案に応じた段階的な監督の枠組み

を設ける。 

ロ 過大役員報酬の支給や役員等が支配する法人への資産の低廉

譲渡等が認定取消事由に該当することを明確化するなど、客観

的な取消事由を整備する。 

ハ 地方団体が認定事務を行う際に必要な立入検査をできること

とする。また、国税庁から地方団体等への通知制度を整備する。 

ニ 「仮認定」も含め、認定取消しを受けたＮＰＯ法人は、５年間

認定の申請をできないこととする。 

 

④ 新たな認定制度の下での税制措置 

○ 新認定法人についても、現行と同様の認定基準等が設けられ

ることを前提として、現行の認定ＮＰＯ法人と同様に、寄附金

控除やみなし寄附金制度の適用を認めることとする。 
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○ なお、みなし寄附金の損金算入限度額については、社会福祉

法人等とのバランスを踏まえ、新認定法において、「その他の事

業」の停止命令など、社会福祉法人等と同等の監督規定等が整

備される場合には、社会福祉法人等と同等の限度額（所得金額

の 50％又は 200 万円のいずれか大きい金額）に引き上げる措置

を講ずる。その際、みなし寄附金の対象範囲は収益事業以外の

事業のうち特定非営利活動に係る事業に充てるものに限ること

とする。 

○ 「仮認定」を受けたＮＰＯ法人については、本認定に向けた

設立初期の寄附金の募集活動を支援する観点から、寄附金控除

の対象とする。 

 

３ 地域において活動するＮＰＯ法人等の支援（個人住民税） 

（１）寄附対象団体の拡大 

○ 個人住民税の寄附金税額控除について、地域において活動するＮＰ

Ｏ法人を支援するため、認定ＮＰＯ法人以外のＮＰＯ法人への寄附金

であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定するこ

とにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるこ

ととし、平成 24 年度分の個人住民税から適用する（平成 23 年中の寄

附金から対象）。 

○ あわせて、上記条例指定を受けたＮＰＯ法人に対する寄附金に係る

税額控除の適用を受けるための手続き等の規定の整備を行うことと

する。 
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（２）地方団体によるＮＰＯ法人支援（ふるさと寄附金の活用） 

○ 個人住民税における「ふるさと寄附金」を活用してＮＰＯ法人等へ

の支援を促進するため、控除対象寄附金の取扱いを明らかにすること

を通じて寄附しやすい環境を整備する。 

○ 具体的には、個人が特定のＮＰＯ法人等へ助成することを希望した

地方団体に対する寄附金については、原則としてふるさと寄附金に該

当することとする。ただし、個人が特定のＮＰＯ法人等へ助成するこ

とを条件とし、当該条件が履行されない場合には返還義務の生じるも

の（負担付き寄附）を除く（この場合、所得税も同様の取扱いとする。）。 

（３）控除対象寄附金の適用下限額の引下げ 

○ 寄附文化の裾野を広げるため、個人住民税における控除対象寄附金

の適用下限額を２千円（現行５千円）に引き下げることとし、平成

24年度分の個人住民税から適用する（平成23年中の寄附金から対象）。 


